
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
・
経
済
安
定
本
部
令
第
一
号

水
先
法
施
行
規
則

水
先
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
）

第
二
章
　
免
許
（
第
一
条
の
二―

第
十
条
）

第
三
章
　
水
先
人
試
験
（
第
十
一
条―

第
十
九
条
）

第
四
章
　
水
先
及
び
水
先
区
（
第
二
十
条―

第
二
十
三
条
の
二
の
六
）

第
五
章
　
水
先
人
会
及
び
日
本
水
先
人
会
連
合
会
（
第
二
十
三
条
の
三―

第
二
十
三
条
の
三
の
三
）

第
六
章
　
監
督
（
第
二
十
三
条
の
四―

第
二
十
四
条
の
二
）

第
七
章
　
雑
則
（
第
二
十
五
条
・
第
二
十
六
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
水
先
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
水
先
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
五
十
四
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使

用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

第
二
章
　
免
許

（
免
許
の
申
請
）

第
一
条
の
二
　
水
先
人
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
写
真
（
単
独
、
上
三
分
身
、
脱
帽
、
正
面
で
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
も

の
。
次
項
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
二
葉
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
水
先
人
養
成
施
設
の
課
程
を
修
了
し
た
者
で
あ
つ
て
、
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
提
出
し
て
い
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類

二
　
以
前
に
水
先
人
で
あ
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
戸
籍
謄
本
若
し
く
は
戸
籍
抄
本
又
は
本
籍
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
及
び
海
技
免
状
の
写
し

三
　
水
先
人
で
あ
つ
て
、
上
級
の
資
格
に
つ
い
て
の
水
先
人
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
下
級
の
資
格
に
つ
い
て
の
水
先
免
状

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
写
真
は
、
水
先
人
名
簿
及
び
水
先
免
状
に
各
一
葉
を
は
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
水
先
人
養
成
施
設
の
課
程
を
修
了
し
た
者
　
当
該
課
程
の
修
了
日
か
ら
起
算
し
て
二
年

二
　
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
水
先
人
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
　
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
期
間

（
危
険
物
積
載
船
）

第
一
条
の
三
　
令
第
一
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
危
険
物
は
、
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
危
険
物
で
あ
つ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
火
薬
類
（
そ
の
数
量
が
、
爆
薬
に
あ
つ
て
は
八
十
ト
ン
以
上
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
火
薬
類
に
あ
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
を
そ
れ
ぞ
れ
爆
薬
一
ト
ン
と
し
て
換
算
し
た
場
合
に
八
十
ト
ン
以
上
で
あ

る
も
の
に
限
る
。
）

火
薬
類

爆
薬
一
ト
ン
に
換
算
さ
れ
る
数
量

火
薬

二
ト
ン

火
工
品
（
弾
薬
を
含
む
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

実
包
又
は
空
包

二
百
万
個

信
管
又
は
火
管

五
万
個

銃
用
雷
管

一
千
万
個

工
業
雷
管
又
は
電
気
雷
管

百
万
個

信
号
雷
管

二
十
五
万
個

導
爆
線

五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

そ
の
他

そ
の
原
料
を
な
す
火
薬
二
ト
ン
又
は
爆
薬
一
ト
ン

爆
薬
、
火
薬
及
び
火
工
品
以
外
の
物
資
で
爆
発
性
を
有
す
る
も
の

二
ト
ン

二
　
ば
ら
積
み
の
高
圧
ガ
ス
で
引
火
性
の
も
の

三
　
ば
ら
積
み
の
引
火
性
液
体
類

四
　
有
機
過
酸
化
物
（
そ
の
数
量
が
二
百
ト
ン
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

２
　
前
項
の
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
、
引
火
性
液
体
類
及
び
有
機
過
酸
化
物
に
は
、
船
舶
に
積
載
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
物
で
当
該
船
舶
の
使
用
に
供
す
る
も
の
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
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３
　
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
積
載
し
て
い
た
船
舶
で
当
該
危
険
物
を
荷
卸
し
後
ガ
ス
検
定
を
行
い
、
火
災
又
は
爆
発
の
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
船
長
が
確
認
し
て
い
な
い
も
の
は
、
令
第
一
条
第
一
項
及
び
第

五
条
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
危
険
物
を
積
載
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

（
乗
船
履
歴
等
）

第
一
条
の
四
　
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
乗
船
履
歴
又
は
水
先
業
務
に
従
事
し
た
経
験
及
び
海
技
士
の
免
許
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
格
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
乗
船
履
歴
又

は
水
先
業
務
に
従
事
し
た
経
験
及
び
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
格
と
同
一
の
又
は
こ
れ
よ
り
上
級
の
資
格
に
つ
い
て
の
海
技
士
の
免
許
と
す
る
。

一
級
水
先
人
二
年
以
上
船
長
と
し
て
総
ト
ン
数
三
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
（
平
水
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
乗
り
組
ん
で
い
た
こ
と
又
は
二
年
以
上
二
級
水
先
人

と
し
て
水
先
業
務
に
従
事
し
た
こ
と

三
級
海
技
士
（
航
海
）

二
級
水
先
人
二
年
以
上
船
長
若
し
く
は
一
等
航
海
士
と
し
て
総
ト
ン
数
三
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
に
乗
り
組
ん
で
い
た
こ
と
又
は
二
年
以
上
三
級
水
先
人
と
し
て
水
先
業
務
に
従
事
し
た
こ
と

三
級
海
技
士
（
航
海
）

三
級
水
先
人
一
年
以
上
船
長
若
し
く
は
航
海
士
と
し
て
総
ト
ン
数
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
に
乗
り
組
ん
で
い
た
こ
と
又
は
一
年
以
上
総
ト
ン
数
千
ト
ン
以
上
の
練
習
船
に
よ
る
実
習
を
受
け
た
こ
と

三
級
海
技
士
（
航
海
）

２
　
前
項
の
乗
船
履
歴
の
乗
船
期
間
は
、
次
に
よ
り
計
算
す
る
。

一
　
乗
船
の
日
か
ら
起
算
し
、
末
日
は
終
了
し
な
い
と
き
で
も
一
日
と
し
て
算
入
す
る
。

二
　
乗
船
期
間
が
連
続
し
な
い
と
き
は
こ
れ
を
合
算
し
、
一
箇
月
未
満
の
乗
船
日
数
は
、
三
十
日
に
な
る
と
き
は
一
箇
月
と
し
一
年
未
満
の
乗
船
月
数
は
、
十
二
箇
月
に
な
る
と
き
は
一
年
と
す
る
。

（
登
録
水
先
人
養
成
施
設
の
修
了
に
代
わ
る
航
海
の
実
歴
）

第
一
条
の
五
　
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
航
海
に
従
事
し
た
実
歴
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
項
の
表
の
中
欄
に
規
定
す
る
船
長
と
し
て
、
水
先
人
試
験
の
受
験
の
申
請
前
一
年
間
に
、
関
門
水
先
区
に
お
い
て
は
三
十
六
回
以
上
、
そ
の
他
の
水
先
区
に
お
い
て
は
二
十
四
回
以
上
当
該
水
先
区
に
お
け
る
航
海
に

従
事
し
た
こ
と
。

二
　
水
先
区
に
水
先
人
が
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
水
先
人
試
験
の
受
験
の
申
請
前
一
年
間
に
二
十
四
回
以
上
当
該
水
先
区
に
お
い
て
法
第
二
条
第
一
項
の
水
先
と
類
似
の
行
為
を
行
つ
た
こ
と
。

（
免
許
等
の
告
示
）

第
二
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
免
許
を
与
え
、
又
は
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
に
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
先
人
名
簿
の
登
録
事
項
）

第
三
条
　
水
先
人
名
簿
に
は
、
次
の
事
項
を
登
録
す
る
。

一
　
資
格
の
別

二
　
免
許
番
号
及
び
免
許
年
月
日

三
　
免
状
番
号
及
び
免
状
交
付
年
月
日

四
　
免
許
の
更
新
を
し
た
と
き
は
そ
の
年
月
日

五
　
水
先
区
の
名
称

六
　
本
籍
の
都
道
府
県
名

七
　
氏
名

八
　
出
生
の
年
月
日

九
　
水
先
免
状
を
再
交
付
し
た
と
き
は
そ
の
旨
並
び
に
事
由
及
び
年
月
日

十
　
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
身
体
検
査
に
合
格
し
た
と
き
は
そ
の
旨
及
び
年
月
日

十
一
　
水
先
人
試
験
合
格
の
年
月
日

十
二
　
業
務
の
停
止
又
は
戒
告
の
処
分
を
し
た
と
き
は
そ
の
旨
並
び
に
事
由
、
期
間
及
び
年
月
日

（
水
先
免
状
の
様
式
）

第
三
条
の
二
　
水
先
免
状
の
様
式
は
、
第
二
号
様
式
と
す
る
。

（
登
録
事
項
及
び
水
先
免
状
の
訂
正
）

第
四
条
　
水
先
人
は
、
本
籍
の
都
道
府
県
名
又
は
氏
名
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
に
戸
籍
謄
本
若
し
く
は
戸
籍
抄
本
又
は
本
籍
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
を
添
え
て
国
土
交
通
大
臣
に
水

先
人
名
簿
の
登
録
事
項
及
び
水
先
免
状
の
訂
正
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
先
免
状
の
再
交
付
）

第
五
条
　
水
先
人
は
、
水
先
免
状
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
再
交
付
申
請
書
に
写
真
二
葉
を
添
え
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
破
り
、
又
は
汚
し
た

場
合
に
は
、
そ
の
免
状
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
水
先
免
状
の
再
交
付
を
申
請
し
た
後
、
失
つ
た
水
先
免
状
を
発
見
し
た
と
き
は
、
発
見
し
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
先
免
状
の
返
納
）

第
六
条
　
水
先
人
は
、
法
第
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と
き
又
は
そ
の
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
が
あ
つ
た
日
又
は
そ
の
事
実
を
知
つ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
そ
の
事
由
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
水
先
免

状
を
国
土
交
通
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
海
難
審
判
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
海
難
審
判
所
の
理
事
官
が
水
先
免
状
を
取
り
上
げ
る
べ
き
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

２
　
水
先
人
が
失

そ
う踪

の
宣
告
を
受
け
、
又
は
死
亡
し
た
と
き
は
、
同
居
の
親
族
又
は
水
先
免
状
を
保
管
す
る
者
が
、
前
項
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
水
先
免
状
の
提
出
）

第
七
条
　
水
先
人
は
、
法
第
五
十
九
条
又
は
法
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
水
先
人
の
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
た
と
き
は
、
水
先
免
状
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
水
先
免
状
を
業
務
の
停
止
期
間
中
保
管
し
、
そ
の
期
間
満
了
の
後
こ
れ
を
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
先
人
名
簿
の
登
録
の
抹
消
）

第
七
条
の
二
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
海
難
審
判
法
第
三
条
の
裁
決
に
よ
り
水
先
人
の
免
許
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
又
は
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
返
納
が
あ
つ
た
と
き
は
、
水
先
人
名
簿
の
登
録
を
抹
消
す
る
。

（
無
効
の
告
示
）

第
八
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
六
条
の
規
定
に
該
当
す
る
者
が
同
条
の
規
定
に
違
反
し
て
水
先
免
状
を
返
納
し
な
い
と
き
又
は
水
先
人
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
水
先
免
状
を
提
出
し
な
い
と
き
若
し
く
は
水
先
免
状
を

失
つ
た
と
き
は
、
当
該
免
状
を
無
効
と
し
、
そ
の
旨
を
官
報
に
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
の
更
新
）

第
九
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
免
許
の
有
効
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一
　
二
級
水
先
人
又
は
三
級
水
先
人
で
あ
つ
て
初
め
て
水
先
人
の
免
許
を
受
け
た
者
　
三
年

二
　
水
先
人
の
免
許
を
受
け
、
又
は
更
新
を
し
た
日
に
お
い
て
満
六
十
五
歳
以
上
で
あ
る
者
　
三
年

三
　
水
先
人
の
免
許
を
受
け
、
又
は
更
新
を
し
た
日
に
お
い
て
満
六
十
四
歳
で
あ
る
者
　
四
年

２
　
水
先
人
は
、
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
期
間
満
了
前
六
十
日
か
ら
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
第
四
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
写
真
二
葉
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
国
土

交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
水
先
免
状

二
　
登
録
水
先
免
許
更
新
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
水
先
人
の
免
許
の
更
新
後
の
有
効
期
間
の
起
算
日
前
一
年
以
内
に
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
に
限
る
。
）

３
　
法
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
試
験
を
す
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
水
先
人
が
免
許
の
更
新
の
申
請
前
二
年
間
に
業
務
に
従
事
し
て
い
な
い
と
き
。

二
　
水
先
人
が
免
許
若
し
く
は
前
回
の
免
許
の
更
新
を
受
け
て
か
ら
更
新
の
申
請
を
す
る
ま
で
の
間
に
三
回
以
上
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
た
と
き
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
戒
告
の
処
分
は
、
二
回
を
も
つ
て
停
止
の
処
分
一
回
と

み
な
す
。
）

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
水
先
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
能
力
を
現
に
有
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
と
き
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
は
、
受
験
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
試
験
期
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
そ
の
試
験
を
行
う
期
日
及
び
場
所
を
当
該
申
請
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
は
、
法
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
試
験
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
免
許
の
更
新
期
間
前
の
更
新
）

第
九
条
の
二
　
前
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
水
先
人
の
免
許
の
有
効
期
間
の
更
新
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
更
新
期
間
」
と
い
う
。
）
の
全
期
間
を
通
じ
て
本
邦
以
外

の
地
に
滞
在
す
る
者
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
更
新
期
間
内
に
免
許
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
者
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、
当
該
更
新
期
間
前
に
当
該
水
先
人
の
免
許

の
有
効
期
間
の
更
新
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
の
水
先
人
の
免
許
を
受
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
二
以
上
の
水
先
人
の
免
許
の
う
ち
同
項
の
規
定
に
よ
り
有
効
期
間
の
更
新
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
第
四
項
に
お
い

て
「
更
新
期
間
内
水
先
免
許
」
と
い
う
。
）
の
有
効
期
間
の
更
新
を
申
請
す
る
も
の
は
、
他
の
水
先
人
の
免
許
に
つ
い
て
の
更
新
期
間
前
の
更
新
の
申
請
を
同
時
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
有
効
期
間
の
起
算
日
の
変
更
に
係
る
水
先
人
の
免
許
の
有
効
期
間
の
更
新
を
し
た
と
き
は
、
水
先
人
名
簿
の
登
録
事
項
を
変
更
し
、
水
先
免
状
を
交
付
す
る
。

４
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
期
間
前
に
有
効
期
間
が
更
新
さ
れ
た
水
先
人
の
免
許
の
有
効
期
間
の
起
算
日
は
、
更
新
期
間
内
水
先
免
許
が
更
新
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
更
新
期
間
内
水
先
免
許
の
有
効
期
間
の
起
算
日
と
す
る
。

（
以
前
に
水
先
人
で
あ
つ
た
者
に
対
す
る
試
験
）

第
九
条
の
三
　
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
試
験
を
す
る
場
合
は
、
以
前
に
水
先
人
で
あ
つ
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一
　
法
第
六
条
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
該
当
す
る
者
が
当
該
各
号
そ
れ
ぞ
れ
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
し
た
場
合

二
　
水
先
人
の
免
許
の
有
効
期
間
が
経
過
し
た
場
合

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
水
先
人
の
免
許
の
申
請
前
二
年
間
に
当
該
水
先
区
に
お
け
る
業
務
に
従
事
し
て
い
な
い
場
合

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
は
、
受
験
申
請
書
に
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
医
師
の
別
表
第
一
に
掲
げ
る
検
査
各
項
目
に
つ
い
て
の
健
康
証
明
書
（
申
請
前
六
箇
月
以
内
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

。
）
を
添
え
て
国
土
交
通
大
臣
に
受
験
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
試
験
期
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
そ
の
試
験
を
行
う
期
日
及
び
場
所
を
当
該
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
は
、
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
試
験
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
身
体
検
査
）

第
十
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
別
表
第
一
に
よ
る
標
準
を
満
た
し
て
い
な
い
者
と
す
る
。

２
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
身
体
検
査
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
毎
年
十
月
に
次
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
日
に
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
医
師
の
別
表
第
一
に
掲
げ
る
検
査
各
項
目
に
つ
い
て
の

健
康
証
明
書
（
申
請
前
六
箇
月
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
年
に
水
先
人
試
験
の
身
体
検
査
を
受
け
た
水
先
人
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
身
体
検
査
を
行
う
と
き
は
、
期
日
及
び
場
所
を
定
め
て
当
該
水
先
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
章
　
水
先
人
試
験

（
期
日
等
の
公
示
）

第
十
一
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
あ
ら
か
じ
め
水
先
人
試
験
を
行
う
期
日
及
び
場
所
並
び
に
受
験
申
請
書
の
提
出
期
限
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
官
報
で
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
試
験
の
施
行
）

第
十
二
条
　
水
先
人
試
験
は
、
水
先
修
業
生
及
び
登
録
水
先
人
養
成
施
設
の
課
程
を
修
了
し
て
一
年
以
内
の
者
に
対
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
法
第
五
条
第
二
項
の
場
合
に
係
る
水
先
人
試
験
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
筆
記
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
又
は
筆
記
試
験
に
合
格
し
た
者
で
あ
つ
て
口
述
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
筆
記
試
験
又
は
口
述
試
験
の
追
試
験
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

３
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
筆
記
試
験
又
は
口
述
試
験
を
受
け
、
こ
れ
に
合
格
し
な
か
つ
た
者
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
筆
記
試
験
又
は
口
述
試
験
の
全
部
又
は
一
部
（
法
第
七
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
基
準
点
に
達
し
な
か

つ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
追
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条
　
削
除

（
受
験
の
申
請
）

第
十
四
条
　
水
先
人
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
五
号
様
式
に
よ
る
受
験
申
請
書
に
写
真
（
単
独
、
上
半
身
、
脱
帽
、
正
面
で
申
請
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
手
札
形
台
紙
な
し
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
撮
影
年
月
日
及
び

氏
名
を
記
載
し
た
も
の
）
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
戸
籍
謄
本
若
し
く
は
戸
籍
抄
本
又
は
本
籍
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
（
水
先
人
に
あ
つ
て
は
、
水
先
免
状
の
写
し
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

二
　
水
先
人
で
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
海
技
免
状
の
写
し

三
　
水
先
修
業
生
に
あ
つ
て
は
登
録
水
先
人
養
成
施
設
の
課
程
を
修
習
中
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
、
当
該
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
当
該
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

四
　
第
六
号
様
式
に
よ
る
履
歴
書

五
　
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
医
師
の
別
表
第
一
に
掲
げ
る
検
査
各
項
目
に
つ
い
て
の
健
康
証
明
書

六
　
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
学
術
試
験
の
一
部
を
免
除
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
水
先
免
状
の
写
し

２
　
前
項
第
四
号
の
履
歴
書
に
記
載
す
べ
き
履
歴
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
つ
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
一
条
の
五
第
一
号
の
履
歴
は
、
船
員
手
帳
又
は
こ
れ
に
準
ず
べ
き
証
明
書

二
　
第
一
条
の
五
第
二
号
の
履
歴
は
、
こ
れ
を
証
明
す
る
に
足
り
る
書
類

（
身
体
検
査
の
標
準
）

第
十
五
条
　
法
第
七
条
第
三
項
の
身
体
検
査
の
合
格
標
準
は
、
別
表
第
一
に
よ
る
。

（
学
術
試
験
）

第
十
六
条
　
法
第
七
条
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
水
先
法

二
　
港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）

三
　
英
語
（
水
先
の
業
務
遂
行
上
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
意
思
を
疎
通
で
き
る
程
度
）

（
水
先
人
試
験
の
学
術
試
験
の
一
部
免
除
）

第
十
七
条
　
法
第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
資
格
に
つ
い
て
水
先
人
試
験
を
受
け
る
者
が
そ
の
受
け
る
水
先
人
試
験
に
係
る
資
格
よ
り
下
級
の
資
格
の
同
一
の
水
先
区
の
水
先
人
で
あ
る
場
合
は
、
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

学
術
試
験
の
う
ち
前
条
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
免
除
す
る
。

２
　
法
第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
資
格
に
つ
い
て
水
先
人
試
験
を
受
け
る
者
が
そ
の
受
け
る
水
先
人
試
験
に
係
る
資
格
と
同
一
の
資
格
の
他
の
水
先
区
の
水
先
人
で
あ
る
場
合
は
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
学
術
試
験

の
う
ち
前
条
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
免
除
す
る
。

（
試
験
の
停
止
等
）

第
十
八
条
　
水
先
人
試
験
に
関
し
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
受
験
を
停
止
さ
せ
、
又
は
そ
の
試
験
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

な
お
、
そ
の
者
に
つ
い
て
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
受
験
を
禁
止
し
、
又
は
既
に
定
め
た
禁
止
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
履
歴
を
偽
つ
て
受
験
の
申
請
を
し
た
者

二
　
受
験
禁
止
中
の
者

三
　
そ
の
他
試
験
に
関
し
不
正
の
行
為
が
あ
つ
た
者

（
合
格
の
通
知
）

第
十
九
条
　
水
先
人
試
験
に
合
格
し
た
者
に
は
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

第
四
章
　
水
先
及
び
水
先
区

（
水
先
人
の
員
数
）

第
二
十
条
　
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
各
水
先
区
の
水
先
人
の

低
の
員
数
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

（
強
制
水
先
）

第
二
十
一
条
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
次
に
掲
げ
る
船
舶
と
す
る
。
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一
　
防
衛
省
の
船
舶

二
　
海
難
の
救
助
に
従
事
す
る
船
舶

三
　
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
の
定
期
航
路
事
業
（
海
上
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）
第
一
条
第
二
項
の
外
航
定
期
航
路
事
業
を
除
く
。
）
に
使
用
す
る

船
舶

第
二
十
二
条
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
航
海
に
従
事
し
た
実
歴
（
以
下
「
航
海
の
実
歴
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
港
又
は
水
域
に
お
い
て
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
船
舶
を
運
航
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
船
舶
の
船
長
と
し
て
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
地
方
運
輸
局
長
の
認
定
（
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
の
申
請
前
一
年
間
に
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
回
数

以
上
当
該
港
又
は
当
該
水
域
に
お
け
る
航
海
に
従
事
し
た
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
海
技
士
の
免
許
を
受
け
た
船
長
と
し
て
航
海
に
従

事
し
た
回
数
に
限
る
。

港
又
は
水
域
の

名
称

運
航
し
よ
う
と
す
る
船
舶

航
海
に
従
事
し
た
船
舶

回
数

東
京
湾
区
、
伊

勢
三
河
湾
区
、

大
阪
湾
区
、
備

讃
瀬
戸
区
及
び

来
島
区

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
未
満
の
船
舶
（
危
険
物
積
載
船
を
除
く
。
）

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
以
上
の
船
舶

二
十
四
回

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
の
船
舶
（
危
険
物
積
載
船
を
除
く
。
）

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
の
船
舶

　

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
未
満
の
危
険
物
積
載
船

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
以
上
の
船
舶

四
十
八
回

　

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
五
万
ト
ン
未
満
の
危
険
物
積
載
船

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
の
船
舶

　

　

総
ト
ン
数
五
万
ト
ン
以
上
の
危
険
物
積
載
船

総
ト
ン
数
五
万
ト
ン
以
上
の
船
舶

　

関
門
区

港
則
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
航
路

の
区
域
（
以
下
「
関
門
港
航
路
区
域
」
と
い
う
。
）
の
み
を
航
行

し
関
門
区
の
区
域
を
通
過
す
る
船
舶

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
未
満
の
船
舶
（
危
険
物
積
載
船
を
除

く
。
）

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
以
上
の
船
舶

二
十
四
回
（
関
門
港
航
路
区

域
の
み
を
航
行
し
関
門
区
の

区
域
を
通
過
し
た
場
合
に
限

る
。
）

　

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
の
船
舶
（
危
険
物
積
載
船
を
除

く
。
）

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
の
船
舶

　

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
未
満
の
危
険
物
積
載
船

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
以
上
の
船
舶

四
十
八
回
（
関
門
港
航
路
区

域
の
み
を
航
行
し
関
門
区
の

区
域
を
通
過
し
た
場
合
に
限

る
。
）

　

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
五
万
ト
ン
未
満
の
危
険
物
積
載

船

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
の
船
舶

　

　

総
ト
ン
数
五
万
ト
ン
以
上
の
危
険
物
積
載
船

総
ト
ン
数
五
万
ト
ン
以
上
の
船
舶

　

　

関
門
港
航
路
区
域
の
み
を
航
行
し
関
門
区
の
区
域
を
通
過
す
る
船

舶
以
外
の
船
舶

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
未
満
の
船
舶
（
危
険
物
積
載
船
を
除

く
。
）

総
ト
ン
数
三
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
又
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
の
船
舶

一
　
第
二
十
二
条
の
六
に
規
定
す
る
区
域
を
航
行
し
た
船
舶

二
　
危
険
物
積
載
船

三
十
六
回
（
関
門
港
航
路
区

域
の
み
を
航
行
し
関
門
区
の

区
域
を
通
過
し
た
場
合
を
除

く
。
）

　

　

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
の
船
舶
（
危
険
物
積
載
船
を
除

く
。
）

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
の
船
舶

　

　

　

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
未
満
の
危
険
物
積
載
船

総
ト
ン
数
三
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
又
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
の
船
舶

一
　
第
二
十
二
条
の
六
に
規
定
す
る
区
域
を
航
行
し
た
船
舶

二
　
危
険
物
積
載
船

四
十
八
回
（
関
門
港
航
路
区

域
の
み
を
航
行
し
関
門
区
の

区
域
を
通
過
し
た
場
合
を
除

く
。
）

　

　

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
五
万
ト
ン
未
満
の
危
険
物
積
載

船

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
の
船
舶

　

　

　

総
ト
ン
数
五
万
ト
ン
以
上
の
危
険
物
積
載
船

総
ト
ン
数
五
万
ト
ン
以
上
の
船
舶

　

横
浜
川
崎
区

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
未
満
の
船
舶
（
危
険
物
積
載
船
を
除
く
。
）

総
ト
ン
数
三
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
（
総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
未
満

の
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
令
第
五
条
の
表
横
浜
川
崎
区
の
項
に
規

定
す
る
海
面
及
び
同
項
に
規
定
す
る
運
河
水
面
を
航
行
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
総
ト
ン
数

三
百
ト
ン
以
上
の
危
険
物
積
載
船

二
十
四
回

　

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
の
船
舶
（
危
険
物
積
載
船
を
除
く
。
）

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
の
船
舶
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総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
未
満
の
危
険
物
積
載
船

総
ト
ン
数
三
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
又
は
総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以

上
の
危
険
物
積
載
船

四
十
八
回

　

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
五
万
ト
ン
未
満
の
危
険
物
積
載
船

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
の
船
舶

　

　

総
ト
ン
数
五
万
ト
ン
以
上
の
危
険
物
積
載
船

総
ト
ン
数
五
万
ト
ン
以
上
の
船
舶

　

横
須
賀
区
、
佐

世
保
区
及
び
那

覇
区

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
未
満
の
船
舶
（
危
険
物
積
載
船
を
除
く
。
）

総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
の
船
舶

二
十
四
回

　

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
の
船
舶
（
危
険
物
積
載
船
を
除
く
。
）

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
の
船
舶

　

　

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
未
満
の
危
険
物
積
載
船

総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
の
船
舶

四
十
八
回

　

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
五
万
ト
ン
未
満
の
危
険
物
積
載
船

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
の
船
舶

　

　

総
ト
ン
数
五
万
ト
ン
以
上
の
危
険
物
積
載
船

総
ト
ン
数
五
万
ト
ン
以
上
の
船
舶

　

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
回
の
認
定
を
受
け
て
か
ら
四
年
以
内
に
当
該
認
定
に
係
る
港
又
は
水
域
に
つ
い
て
再
び
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
船
舶
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
前
回
の
認
定
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
船
舶
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
航
海
の
実
歴
は
、
当
該
港
又
は
当
該
水
域
に
お
い
て
、
前
項
の
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
船
舶
を
運
航
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
船
舶
の
船
長
と
し
て
、
そ
の
認
定
の
申
請
前
一
年
間
に
四
回
以
上
当
該
港
又
は
当
該
水
域
に
お
け
る
航
海
に
従
事
し
た
こ
と
と
す
る
。

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
の
船
舶
（
危
険
物
積
載
船
を
除
く
。
）

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
の
船
舶

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
未
満
の
危
険
物
積
載
船

危
険
物
積
載
船

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
五
万
ト
ン
未
満
の
危
険
物
積
載
船

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
の
危
険
物
積
載
船

総
ト
ン
数
五
万
ト
ン
以
上
の
危
険
物
積
載
船

総
ト
ン
数
五
万
ト
ン
以
上
の
危
険
物
積
載
船

第
二
十
二
条
の
二
　
認
定
（
東
京
湾
区
、
伊
勢
三
河
湾
区
、
大
阪
湾
区
、
備
讃
瀬
戸
区
及
び
来
島
区
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
七
号
様
式
に
よ
る
航
海
実
歴
認
定
申
請
書
に
、
第
八
号
様
式
に
よ
る
航
海
実

歴
書
で
あ
つ
て
当
該
港
の
港
長
が
入
出
港
届
（
港
則
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
運
輸
省
令
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
入
出
港
届
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
船
舶
の
船
長
の
航
海
の
実
歴
に
つ
い
て
は
、
航
海
日

誌
そ
の
他
の
資
料
）
に
照
ら
し
相
違
な
い
旨
の
証
明
を
し
た
も
の
（
関
門
区
の
区
域
を
通
過
し
よ
う
と
す
る
船
舶
の
船
長
の
航
海
の
実
歴
に
つ
い
て
は
、
第
八
号
様
式
に
よ
る
航
海
実
歴
書
及
び
当
該
航
海
実
歴
書
に
記
載
さ
れ
た
航

海
の
事
実
を
証
す
る
書
類
）
及
び
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
の
規
定
に
基
づ
く
海
技
免
状
又
は
こ
れ
に
類
す
る
書
類
の
写
し
を
添
え
て
、
当
該
港
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
東
京
湾
区
、
伊
勢
三
河
湾
区
、
大
阪
湾
区
、
備
讃
瀬
戸
区
又
は
来
島
区
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
七
号
様
式
に
よ
る
航
海
実
歴
認
定
申
請
書
に
、
第
八
号
様
式
に
よ
る
航
海
実
歴
書
、
当
該
航
海
実
歴
書
に
記
載

さ
れ
た
航
海
の
事
実
を
証
す
る
書
類
及
び
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
の
規
定
に
基
づ
く
海
技
免
状
又
は
こ
れ
に
類
す
る
書
類
の
写
し
を
添
え
て
、
東
京
湾
区
に
つ
い
て
は
関
東
運
輸
局
長
に
、
伊
勢
三
河
湾
区
に
つ
い
て
は

中
部
運
輸
局
長
に
、
大
阪
湾
区
に
つ
い
て
は
近
畿
運
輸
局
長
又
は
神
戸
運
輸
監
理
部
長
に
、
備
讃
瀬
戸
区
に
つ
い
て
は
中
国
運
輸
局
長
又
は
四
国
運
輸
局
長
に
、
来
島
区
に
つ
い
て
は
四
国
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
条
の
三
　
認
定
は
、
第
九
号
様
式
に
よ
る
航
海
実
歴
認
定
書
を
交
付
し
て
行
う
。

２
　
前
項
の
航
海
実
歴
認
定
書
は
、
当
該
認
定
を
前
回
の
認
定
後
二
年
以
内
に
行
う
場
合
は
、
前
回
の
認
定
の
際
交
付
し
た
航
海
実
歴
認
定
書
と
引
き
換
え
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
四
　
第
四
条
並
び
に
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
認
定
を
受
け
た
者
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
国
土
交
通
大
臣
」
、
「
水
先
免
状
」
及
び
「
第
三
号
様
式
に
よ
る
再
交
付
申
請
書
」
と
あ
る
の

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
地
方
運
輸
局
長
」
、
「
航
海
実
歴
認
定
書
」
及
び
「
再
交
付
申
請
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
五
　
令
第
五
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
設
備
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

イ
　
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
（
同
法
第
二
十
九
条
ノ
七
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
無
線
電
信
又
は
無
線
電
話

ロ
　
船
舶
設
備
規
程
（
昭
和
九
年
逓
信
省
令
第
六
号
）
第
百
四
十
六
条
の
十
の
三
に
規
定
す
る
ナ
ブ
テ
ッ
ク
ス
受
信
機

ハ
　
船
舶
設
備
規
程
第
百
四
十
六
条
の
十
五
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
物
標
追
跡
装
置

二
　
横
浜
川
崎
区
の
区
域
を
航
行
す
る
船
舶
又
は
関
門
特
例
区
域
を
航
行
す
る
船
舶
で
あ
つ
て
関
門
区
の
区
域
を
通
過
し
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
危
険
物
積
載
船
以
外
の
船
舶
で
あ
る
こ
と
。

三
　
船
舶
の
乗
組
員
の
う
ち
、
千
九
百
七
十
八
年
の
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
の
基
準
に
関
す
る
国
際
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
そ
の
資
格
に
応
じ
適
当
か
つ
有
効
な
証
明
書
を
受
有
す
る
こ
と
を
要

求
さ
れ
て
い
る
者
が
、
締
約
国
が
発
給
し
た
条
約
に
適
合
す
る
資
格
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
臨
時
業
務
許
可
証
を
受
有
し
て
い
る
こ
と
。

四
　
条
約
に
定
め
る
航
海
当
直
の
基
準
に
従
つ
た
航
海
当
直
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

五
　
令
第
五
条
に
定
め
る
港
又
は
水
域
に
お
い
て
船
舶
を
安
全
に
運
航
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
達
す
る
者
が
船
長
と
し
て
乗
り
組
ん
で
い
る
こ
と
。

六
　
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
て
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者
が
船
長
と
し
て
乗
り
組
ん
で
い
な
い
こ
と
。

第
二
十
二
条
の
六
　
令
第
五
条
の
港
則
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
区
域
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
港
則
法
施
行
規
則
別
表
第
一
の
関
門
港
若
松
区
第
一
区
か
ら
第
四
区
ま
で
の
区

域
と
す
る
。

（
水
先
業
務
用
施
設
）

第
二
十
二
条
の
七
　
法
第
三
十
九
条
の
水
先
業
務
に
必
要
な
施
設
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
水
先
船
と
す
る
。
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（
水
先
料
の
上
限
の
認
可
申
請
）

第
二
十
三
条
　
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
水
先
料
の
上
限
の
設
定
又
は
変
更
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
水
先
料
上
限
設
定
認
可
申
請
書
又
は
水
先
料
上
限
変
更
認
可
申
請
書
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
及
び
住
所

二
　
設
定
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
水
先
料
の
上
限
を
適
用
す
る
水
先
区

三
　
設
定
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
水
先
料
の
上
限
の
種
類
、
額
及
び
適
用
方
法
（
変
更
の
認
可
申
請
の
場
合
は
、
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。
）

四
　
変
更
の
認
可
申
請
の
場
合
は
、
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
原
価
計
算
書
そ
の
他
水
先
料
の
上
限
の
額
の
算
出
の
基
礎
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
申
請
す
る
水
先
料
が
国
土
交
通
大
臣
が
前
項
の
書
類
の
添
付
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
場
合
と
し
て
公
示
し
た
も
の
に
該
当
す
る
と
き
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
水
先
料
の
上
限
の
設
定
又
は
変
更
の
認
可
を
申
請
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
が
な
い
と
認
め
た
と
き
。

４
　
水
先
人
は
、
法
第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
る
べ
き
水
先
料
を
同
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
水
先
料
の
上
限
の
種
類
、
額
及
び
適
用
方
法
と
同
じ
も
の
と
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
の
申
請
書

に
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
、
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
水
先
料
の
上
限
の
認
可
を
し
た
と
き
は
、
当
該
水
先
料
に
つ
い
て
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
水
先
料
の
届
出
）

第
二
十
三
条
の
二
　
法
第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
水
先
料
の
設
定
又
は
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
水
先
料
の
実
施
予
定
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
水
先
料
設
定
届
出
書
又
は
水
先
料

変
更
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
及
び
住
所

二
　
設
定
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
水
先
料
を
適
用
す
る
水
先
区

三
　
設
定
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
水
先
料
の
種
類
、
額
及
び
適
用
方
法
（
変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。
）

四
　
実
施
予
定
日

五
　
変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

２
　
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
前
項
中
「
当
該
水
先
料
の
実
施
予
定
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
「
あ
ら
か
じ
め
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
水
先
区
に
つ
い
て
他
の
水
先
人
が
現
に
適
用
し
て
い
る
水
先
料
と
同
一
の
水
先
料
の
設
定
又
は
変
更
の
届
出
を
す
る
場
合

二
　
前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
法
第
四
十
六
条
第
五
項
に
該
当
し
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
が
な
い
と
認
め
た
と
き
。

（
公
衆
の
閲
覧
の
方
法
）

第
二
十
三
条
の
二
の
二
　
法
第
四
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
公
衆
の
閲
覧
は
、
水
先
人
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
十
三
条
の
二
の
三
　
法
第
四
十
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一
　
水
先
人
が
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
五
人
以
下
で
あ
る
場
合

二
　
水
先
人
が
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

（
水
先
約
款
の
届
出
）

第
二
十
三
条
の
二
の
四
　
水
先
人
は
、
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
水
先
約
款
の
設
定
又
は
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
水
先
約
款
設
定
届
出
書
又
は
水
先
約
款
変
更
届
出
書
を
国
土
交

通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
及
び
住
所

二
　
設
定
し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
水
先
約
款
（
変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。
）

三
　
実
施
予
定
期
日

四
　
変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

（
公
衆
の
閲
覧
の
方
法
）

第
二
十
三
条
の
二
の
五
　
法
第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
衆
の
閲
覧
は
、
水
先
人
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
十
三
条
の
二
の
六
　
法
第
四
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一
　
水
先
人
が
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
五
人
以
下
で
あ
る
場
合

二
　
水
先
人
が
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合
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第
五
章
　
水
先
人
会
及
び
日
本
水
先
人
会
連
合
会

（
水
先
人
会
の
会
則
の
認
可
）

第
二
十
三
条
の
三
　
水
先
人
又
は
水
先
人
会
は
、
法
第
四
十
九
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
水
先
人
会
の
会
則
の
設
定
又
は
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
会
則
設
定
認
可
申
請
書
又
は

会
則
変
更
認
可
申
請
書
を
水
先
人
会
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
水
先
人
又
は
水
先
人
会
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
設
定
し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
会
則
（
変
更
の
認
可
の
申
請
の
場
合
は
、
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。
）

三
　
実
施
予
定
期
日

四
　
変
更
の
認
可
の
申
請
の
場
合
は
、
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

２
　
前
項
の
会
則
変
更
認
可
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
代
表
者
の
資
格
を
証
す
る
書
類

二
　
変
更
が
会
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
な
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

３
　
法
第
四
十
九
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
水
先
人
会
の
事
務
所
の
所
在
地
と
す
る
。

（
財
務
諸
表
等
の
閲
覧
期
間
）

第
二
十
三
条
の
三
の
二
　
法
第
五
十
四
条
（
法
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
日
本
水
先
人
会
連
合
会
の
会
則
の
認
可
）

第
二
十
三
条
の
三
の
三
　
水
先
人
会
又
は
日
本
水
先
人
会
連
合
会
は
、
法
第
五
十
六
条
第
一
項
又
は
法
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
水
先
人
会
連
合
会
の
会
則
の
設
定
又
は
変
更
の
認

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
会
則
設
定
認
可
申
請
書
又
は
会
則
変
更
認
可
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
水
先
人
会
又
は
日
本
水
先
人
会
連
合
会
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
設
定
し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
会
則
（
変
更
の
認
可
の
申
請
の
場
合
は
、
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。
）

三
　
実
施
予
定
期
日

四
　
変
更
の
認
可
の
申
請
の
場
合
は
、
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

２
　
前
項
の
会
則
変
更
認
可
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
代
表
者
の
資
格
を
証
す
る
書
類

二
　
変
更
が
会
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
な
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

３
　
法
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
日
本
水
先
人
会
連
合
会
の
事
務
所
の
所
在
地
と
す
る
。

第
六
章
　
監
督

（
意
見
の
聴
取
の
通
知
の
方
法
）

第
二
十
三
条
の
四
　
交
通
政
策
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
は
、
意
見
の
聴
取
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
意
見
の
聴
取
を
行
う
べ
き
期
日
ま
で
に
相
当
な
期
間
を
お
い
て
、
法
第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
一
条
ま
で
の
規
定
に

よ
る
処
分
（
以
下
「
免
許
の
取
消
等
の
処
分
」
と
い
う
。
）
の
名
あ
て
人
と
な
る
べ
き
水
先
人
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
予
定
さ
れ
る
免
許
の
取
消
等
の
処
分
の
内
容
及
び
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項

二
　
免
許
の
取
消
等
の
処
分
の
原
因
と
な
る
事
実

三
　
意
見
の
聴
取
の
期
日
及
び
場
所

四
　
意
見
の
聴
取
を
行
う
審
議
会
に
関
す
る
庶
務
を
所
掌
す
る
組
織
の
名
称
及
び
所
在
地

２
　
前
項
の
書
面
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
教
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
出
頭
し
て
意
見
を
述
べ
、
及
び
証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
（
以
下
「
証
拠
書
類
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
、
又
は
意
見
の
聴
取
の
期
日
へ
の
出
頭
に
代
え
て
陳
述
書
及
び
証
拠
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

二
　
意
見
の
聴
取
が
終
結
す
る
時
ま
で
の
間
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
当
該
免
許
の
取
消
等
の
処
分
の
原
因
と
な
る
事
実
を
証
す
る
資
料
の
閲
覧
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

３
　
審
議
会
は
、
免
許
の
取
消
等
の
処
分
の
名
あ
て
人
と
な
る
べ
き
水
先
人
の
所
在
が
判
明
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
、
そ
の
水
先
人
の
氏
名
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
審

議
会
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
い
つ
で
も
そ
の
者
に
交
付
す
る
旨
を
官
報
に
公
示
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
公
示
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
と
き
に
、
当

該
通
知
が
そ
の
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
代
理
人
）

第
二
十
三
条
の
五
　
前
条
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
水
先
人
（
同
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
が
到
達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
「
当
事
者
」
と
い
う
。
）
は
、
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
代
理
人
は
、
各
自
、
当
事
者
の
た
め
に
、
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
一
切
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
代
理
人
の
資
格
は
、
書
面
で
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
代
理
人
が
そ
の
資
格
を
失
つ
た
と
き
は
、
当
該
代
理
人
を
選
任
し
た
当
事
者
は
、
書
面
で
そ
の
旨
を
審
議
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
参
加
人
）

第
二
十
三
条
の
六
　
第
二
十
三
条
の
八
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
聴
取
を
主
宰
す
る
者
（
以
下
「
主
宰
者
」
と
い
う
。
）
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
以
外
の
者
で
あ
つ
て
当
該
免
許
の
取
消
等
の
処
分
の
根
拠
と
な
る
法

令
に
照
ら
し
当
該
免
許
の
取
消
等
の
処
分
に
つ
き
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
（
同
条
第
二
項
第
六
号
に
お
い
て
「
関
係
人
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
手
続
に
参
加
す
る
こ
と
を
求
め
、
又

は
当
該
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
手
続
に
参
加
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
手
続
に
参
加
す
る
者
（
以
下
「
参
加
人
」
と
い
う
。
）
は
、
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
代
理
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
当
事
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
参
加
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
文
書
等
の
閲
覧
）

第
二
十
三
条
の
七
　
法
第
六
十
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
当
該
免
許
の
取
消
等
の
処
分
が
さ
れ
た
場
合
に
自
己
の
利
益
を
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
参
加
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
当
該
水
先
人
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
免
許
の
取
消
等
の
処
分
が
さ
れ
た
場
合
に
自
己
の
利
益
を
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
参
加
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
六
十
二
条
第
三
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
当
事
者
及
び
同
項
の
免
許
の
取
消
等
の
処
分
が
さ
れ
た
場
合
に
自
己
の
利
益
を
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
参
加
人
（
第
二
十
三
条
の
十
三
第
三
項
に
お
い
て
「
当
事
者
等
」
と
い
う
。
）

が
そ
の
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
け
る
審
理
の
進
行
に
応
じ
て
必
要
と
な
つ
た
資
料
の
閲
覧
を
更
に
求
め
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
六
十
二
条
第
三
項
及
び
前
二
項
の
閲
覧
に
つ
い
て
日
時
及
び
場
所
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
見
の
聴
取
の
主
宰
）

第
二
十
三
条
の
八
　
意
見
の
聴
取
は
、
審
議
会
が
指
名
す
る
審
議
会
の
委
員
が
主
宰
す
る
。

２
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
意
見
の
聴
取
を
主
宰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
　
当
該
意
見
の
聴
取
の
当
事
者
又
は
参
加
人

二
　
前
号
に
規
定
す
る
者
の
配
偶
者
、
四
親
等
内
の
親
族
又
は
同
居
の
親
族

三
　
第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
代
理
人
又
は
次
条
第
三
項
に
規
定
す
る
補
佐
人

四
　
前
三
号
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
た
こ
と
の
あ
る
者

五
　
第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
後
見
人
、
後
見
監
督
人
、
保
佐
人
、
保
佐
監
督
人
、
補
助
人
又
は
補
助
監
督
人

六
　
参
加
人
以
外
の
関
係
人

（
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
け
る
審
理
の
方
式
）

第
二
十
三
条
の
九
　
主
宰
者
は
、

初
の
意
見
の
聴
取
の
期
日
の
冒
頭
に
お
い
て
、
免
許
の
取
消
等
の
処
分
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
組
織
の
職
員
に
、
予
定
さ
れ
る
免
許
の
取
消
等
の
処
分
の
内
容
及
び
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項

並
び
に
そ
の
原
因
と
な
る
事
実
を
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
出
頭
し
た
者
に
対
し
説
明
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
当
事
者
又
は
参
加
人
は
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
出
頭
し
て
、
意
見
を
述
べ
、
及
び
証
拠
書
類
等
を
提
出
し
、
並
び
に
主
宰
者
の
許
可
を
得
て
前
項
の
職
員
に
対
し
質
問
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
又
は
参
加
人
は
、
主
宰
者
の
許
可
を
得
て
、
補
佐
人
と
と
も
に
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
主
宰
者
は
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
若
し
く
は
参
加
人
に
対
し
質
問
を
発
し
、
意
見
の
陳
述
若
し
く
は
証
拠
書
類
等
の
提
出
を
促
し
、
又
は
第
一
項
の
職
員
に
対
し
説
明
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
主
宰
者
は
、
当
事
者
又
は
参
加
人
の
一
部
が
出
頭
し
な
い
と
き
で
あ
つ
て
も
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
け
る
審
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
審
議
会
が
公
開
す
る
こ
と
を
相
当
と
認
め
る
と
き
を
除
き
、
公
開
し
な
い
。

（
陳
述
書
等
の
提
出
）

第
二
十
三
条
の
十
　
当
事
者
又
は
参
加
人
は
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
へ
の
出
頭
に
代
え
て
、
主
宰
者
に
対
し
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
ま
で
に
陳
述
書
及
び
証
拠
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
主
宰
者
は
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
出
頭
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
求
め
に
応
じ
て
、
前
項
の
陳
述
書
及
び
証
拠
書
類
等
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
続
行
期
日
の
指
定
）

第
二
十
三
条
の
十
一
　
主
宰
者
は
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
け
る
審
理
の
結
果
、
な
お
意
見
の
聴
取
を
続
行
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
さ
ら
に
新
た
な
期
日
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
事
者
及
び
参
加
人
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
回
の
意
見
の
聴
取
の
期
日
及
び
場
所
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
出
頭
し
た
当
事
者
及
び
参
加

人
に
対
し
て
は
、
当
該
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
い
て
こ
れ
を
告
知
す
れ
ば
足
り
る
。

３
　
第
二
十
三
条
の
四
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
又
は
参
加
人
の
所
在
が
判
明
し
な
い
と
き
に
お
け
る
通
知
の
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
免
許
の
取
消
等

の
処
分
の
名
あ
て
人
と
な
る
べ
き
水
先
人
」
と
あ
る
の
は
「
当
事
者
又
は
参
加
人
」
と
、
「
公
示
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
公
示
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
と
き
（
同
一
の
当
事
者
又
は
参
加
人

に
対
す
る
二
回
目
以
降
の
通
知
に
あ
つ
て
は
、
公
示
し
た
日
の
翌
日
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
当
事
者
の
不
出
頭
等
の
場
合
に
お
け
る
意
見
の
聴
取
の
終
結
）

第
二
十
三
条
の
十
二
　
主
宰
者
は
、
当
事
者
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
正
当
な
理
由
な
く
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
出
頭
せ
ず
、
か
つ
、
第
二
十
三
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
陳
述
書
若
し
く
は
証
拠
書
類
等
を
提
出
し
な
い
場
合
、
又

は
参
加
人
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
出
頭
し
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
改
め
て
意
見
を
述
べ
、
及
び
証
拠
書
類
等
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
な
く
、
意
見
の
聴
取
を
終
結
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
主
宰
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
当
事
者
の
全
部
又
は
一
部
が
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
出
頭
せ
ず
、
か
つ
、
第
二
十
三
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
陳
述
書
又
は
証
拠
書
類
等
を
提
出
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ

ら
の
者
の
意
見
の
聴
取
の
期
日
へ
の
出
頭
が
相
当
期
間
引
き
続
き
見
込
め
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
陳
述
書
及
び
証
拠
書
類
等
の
提
出
を
求
め
、
当
該
期
限
が
到
来
し
た
と
き
に
意
見
の
聴
取
を
終
結
す

る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
意
見
の
聴
取
調
書
及
び
報
告
書
）

第
二
十
三
条
の
十
三
　
主
宰
者
は
、
意
見
の
聴
取
の
審
理
の
経
過
を
記
載
し
た
調
書
を
作
成
し
、
当
該
調
書
に
お
い
て
、
免
許
の
取
消
等
の
処
分
の
原
因
と
な
る
事
実
に
対
す
る
当
事
者
及
び
参
加
人
の
陳
述
の
要
旨
を
明
ら
か
に
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
調
書
は
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
け
る
審
理
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
各
期
日
ご
と
に
、
当
該
審
理
が
行
わ
れ
な
か
つ
た
場
合
に
は
意
見
の
聴
取
の
終
結
後
速
や
か
に
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
主
宰
者
は
、
意
見
の
聴
取
の
終
結
後
速
や
か
に
、
免
許
の
取
消
等
の
処
分
の
原
因
と
な
る
事
実
に
対
す
る
当
事
者
等
の
主
張
に
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見
を
記
載
し
た
報
告
書
を
作
成
し
、
第
一
項
の
調
書
と
と
も

に
審
議
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
当
事
者
又
は
参
加
人
は
、
第
一
項
の
調
書
及
び
前
項
の
報
告
書
の
閲
覧
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
見
の
聴
取
の
再
開
）

第
二
十
三
条
の
十
四
　
審
議
会
は
、
意
見
の
聴
取
の
終
結
後
に
生
じ
た
事
情
に
か
ん
が
み
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
主
宰
者
に
対
し
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
報
告
書
を
返
戻
し
て
意
見
の
聴
取
の
再
開
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
十
三
条
の
十
一
第
二
項
本
文
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
意
見
の
聴
取
を
経
て
さ
れ
る
意
見
の
決
定
）

第
二
十
三
条
の
十
五
　
審
議
会
は
、
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
十
三
条
の
十
三
第
一
項
の
調
書
の
内
容
及
び
同
条
第
三
項
の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
主
宰
者
の
意
見
を
十
分
に

参
酌
し
て
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
）

第
二
十
四
条
　
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
者
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
期
限
に
よ
り
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

報
告
義
務
者

報
告
事
項

報
告
期
限

報
告
先

一
　
水
先
人
会

前
月
中
の
水
先
実
績

毎
月
末
日
ま
で

水
先
人
会
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長

二
　
水
先
人
会

毎
年
三
月
三
十
一
日
に
お
け
る
水
先
業
務
用
施
設
の
現
況

毎
年
四
月
三
十
日
ま
で

水
先
人
会
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長

三
　
水
先
人
会
及
び
日
本
水
先

人
会
連
合
会

前
事
業
年
度
の
事
業
報
告
及
び
収
支
計
算

毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以

内

水
先
人
会
が
報
告
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
水
先
人
会
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸

局
長
、
日
本
水
先
人
会
連
合
会
が
報
告
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣

四
　
水
先
人
会
及
び
日
本
水
先

人
会
連
合
会

翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算

毎
事
業
年
度
開
始
前

水
先
人
会
が
報
告
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
水
先
人
会
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸

局
長
、
日
本
水
先
人
会
連
合
会
が
報
告
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣

五
　
水
先
人
会
及
び
日
本
水
先

人
会
連
合
会

役
員
の
選
任
又
は
解
任

選
任
又
は
解
任
の
日
か
ら
十

五
日
以
内

水
先
人
会
が
報
告
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
水
先
人
会
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸

局
長
、
日
本
水
先
人
会
連
合
会
が
報
告
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣

六
　
水
先
人

業
務
を
開
始
し
た
旨
及
び
業
務
を
開
始
し
た
日

業
務
を
開
始
し
た
日
か
ら
十

日
以
内

国
土
交
通
大
臣

七
　
水
先
人

業
務
を
一
月
以
上
休
止
す
る
と
き
、
そ
の
事
由
及
び
休
止

期
間

遅
滞
な
く

国
土
交
通
大
臣

八
　
水
先
人

業
務
を
一
月
以
上
休
止
す
る
場
合
で
あ
つ
て
業
務
の
休
止
期

間
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
、
そ
の
事
由
及
び
期
間

遅
滞
な
く

国
土
交
通
大
臣

２
　
前
項
の
表
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
報
告
は
、
第
十
号
様
式
に
よ
る
水
先
実
績
調
及
び
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
水
先
業
務
用
施
設
現
況
調
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
表
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
五
号
、
第
六
号
、
第
七
号
並
び
に
第
八
号
に
係
る
報
告
を
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
財
務
諸
表
等
、
履
歴
書
及
び
就
任
承
諾
書
、
就
業
報
告
書
、
休
業
報
告
書
並
び
に
休
業
変
更
報
告
書

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
票
の
様
式
）

第
二
十
四
条
の
二
　
法
第
六
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
証
票
の
様
式
は
、
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
七
章
　
雑
則

（
手
数
料
）

第
二
十
五
条
　
法
第
七
十
一
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
法
第
七
条
第
四
項
の
筆
記
試
験
を
申
請
す
る
者
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
六
千
五
百
円

二
　
法
第
七
条
第
四
項
の
筆
記
試
験
を
申
請
す
る
者
の
う
ち
、
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
学
術
試
験
の
一
部
の
免
除
を
受
け
る
者
　
三
千
百
五
十
円

三
　
法
第
七
条
第
四
項
の
筆
記
試
験
を
申
請
す
る
者
の
う
ち
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
学
術
試
験
の
一
部
の
免
除
を
受
け
る
者
　
六
千
八
百
円

四
　
法
第
七
条
第
四
項
の
口
述
試
験
を
申
請
す
る
者
（
次
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
一
万
六
千
三
百
円

五
　
法
第
七
条
第
四
項
の
口
述
試
験
を
申
請
す
る
者
の
う
ち
、
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
学
術
試
験
の
一
部
の
免
除
を
受
け
る
者
　
三
千
二
百
円

六
　
法
第
七
条
第
四
項
の
口
述
試
験
を
申
請
す
る
者
の
う
ち
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
学
術
試
験
の
一
部
の
免
除
を
受
け
る
者
　
三
千
二
百
円

七
　
法
第
十
条
第
四
項
（
法
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
筆
記
試
験
を
申
請
す
る
者
　
六
千
五
百
円

八
　
法
第
十
条
第
四
項
（
法
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
口
述
試
験
を
申
請
す
る
者
　
一
万
六
千
三
百
円

10



九
　
水
先
人
の
免
許
の
有
効
期
間
の
更
新
を
申
請
す
る
者
　
四
千
二
百
円

十
　
法
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
身
体
検
査
を
受
け
る
者
　
千
四
百
五
十
円

２
　
水
先
免
状
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
四
千
円
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
及
び
法
第
七
十
一
条
の
手
数
料
は
、
手
数
料
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
申
請
書
又
は
第
十
三
号
様
式
の
納
付
書
に
は
つ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
既
に
納
め
た
手
数
料
は
、
返
さ
な
い
。

（
書
類
の
提
出
）

第
二
十
六
条
　
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
請
書
、
水
先
免
状
、
届
出
書
そ
の
他
の
書
類
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
場
合
に
は
、
第
一
条
の
二
第
一
項
、
第
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
九
条
の
三
第
二
項
、
第

二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
提
出
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
を
、
第
四
条
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
の
表
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
提
出
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
又
は
提
出
者
の
住
所
地

を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
、
運
輸
支
局
長
若
し
く
は
海
事
事
務
所
長
を
、
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
試
験
を
行
う
場
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
（
第
五
章
の
規
定
を
除
く
。
）
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
水
先
法
施
行
細
則
（
明
治
三
十
二
年
逓
信
省
令
第
三
十
三
号
）
及
び
水
先
人
試
験
規
程
（
明
治
三
十
二
年
逓
信
省
令
第
三
十
四
号
）
は
廃
止
す
る
。

６
　
水
先
法
施
行
細
則
又
は
水
先
人
試
験
規
程
の
規
定
に
よ
り
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
省
令
中
こ
れ
に
相
当
す
る
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
五
月
二
三
日
運
輸
省
令
・
経
済
安
定
本
部
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
五
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
六
年
四
月
九
日
運
輸
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
一
月
二
一
日
運
輸
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
六
年
十
月
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
八
月
一
九
日
運
輸
省
令
第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
四
月
一
日
運
輸
省
令
第
一
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
八
月
一
日
運
輸
省
令
第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
一
〇
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
五
月
一
一
日
運
輸
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
四
月
二
一
日
運
輸
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
一
二
月
二
四
日
運
輸
省
令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
六
月
二
四
日
運
輸
省
令
第
三
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
号
様
式
（
そ
の
二
）
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
三
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
五
月
四
日
運
輸
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
一
〇
月
一
日
運
輸
省
令
第
四
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
八
年
十
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
六
月
五
日
運
輸
省
令
第
四
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
六
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
一
一
月
二
一
日
運
輸
省
令
第
八
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
六
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
六
月
二
三
日
運
輸
省
令
第
三
四
号
）
　
抄
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１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
七
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
六
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
名
古
屋
四
日
市
水
先
区
の
項
及
び
内
海
水
先
区
の
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
の
規
定
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
四
月
一
二
日
運
輸
省
令
第
一
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
四
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
四
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
三
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
四
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
六
月
一
四
日
運
輸
省
令
第
三
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
六
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
新
潟
水
先
区
の
項
の
改
正
規
定
は
、
同
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
四
月
六
日
運
輸
省
令
第
二
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
四
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
六
月
九
日
運
輸
省
令
第
四
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
七
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
五
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
崎
戸
水
先
区
の
項
を
削
る
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
同
表
東
京
水
先
区
、
東
京
湾
水
先
区
及
び
横
須
賀
水
先
区
の
項
及
び
阪
神
水
先
区
の
項

の
改
正
規
定
は
、
同
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
五
月
一
三
日
運
輸
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
六
月
五
日
運
輸
省
令
第
四
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
六
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
一
月
二
三
日
運
輸
省
令
第
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
九
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
七
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
五
月
一
日
運
輸
省
令
第
一
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
五
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
七
月
二
日
運
輸
省
令
第
二
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
七
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
七
月
九
日
運
輸
省
令
第
二
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
七
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
一
〇
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
四
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
二
条
の
二
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
五
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
従
前
の
様
式
に
よ
る
水
先
免
状
は
、
改
正
後
の
第
二
号
様
式
に
よ
る
水
先
免
状
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
一
二
月
二
一
日
運
輸
省
令
第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
三
月
二
四
日
運
輸
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
六
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
一
七
号
）
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１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
三
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
一
三
日
運
輸
省
令
第
四
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
七
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
一
〇
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
五
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
一
二
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
一
一
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
四
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
水
先
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
改
正
後
の
水
先
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
の
船
舶
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
地
方
支
分
部
局
の
整
理
の
た
め
の
行
政
管
理
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
七
月
七
日
運
輸
省
令
第
三
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
七
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
三
月
一
一
日
運
輸
省
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
船
舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
七
年
七
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
五
月
二
四
日
運
輸
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
七
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
一
九
日
運
輸
省
令
第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
庁
が
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
又
は
契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
が
し
た
処
分
等
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
そ
れ

ぞ
れ
の
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

北
海
海
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）

東
北
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
新
潟
海
運
監
理
部
長

新
潟
運
輸
局
長

関
東
海
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

東
海
海
運
局
長

中
部
運
輸
局
長
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近
畿
海
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

中
国
海
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

四
国
海
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

九
州
海
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

神
戸
海
運
局
長

神
戸
海
運
監
理
部
長

札
幌
陸
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

仙
台
陸
運
局
長

東
北
運
輸
局
長

新
潟
陸
運
局
長

新
潟
運
輸
局
長

東
京
陸
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

名
古
屋
陸
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

大
阪
陸
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

広
島
陸
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

高
松
陸
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

福
岡
陸
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
海
運
局
支
局
長
が
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
処
分
等
は
、
相
当
の
地
方
運
輸
局
又
は
海
運
監
理
部
の
海
運
支
局
長
が
し
た
処
分
等
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
海
運

局
支
局
長
に
対
し
て
し
た
申
請
等
は
、
相
当
の
地
方
運
輸
局
又
は
海
運
監
理
部
の
海
運
支
局
長
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
七
月
四
日
運
輸
省
令
第
二
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
一
二
月
四
日
運
輸
省
令
第
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
四
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
六
月
一
五
日
運
輸
省
令
第
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
七
月
九
日
運
輸
省
令
第
二
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
七
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
別
表
第
一
に
尼
崎
西
宮
芦
屋
の
部
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
別
表
第
四
大
阪
の
部
安
治
川
口
水
面
の
項
の
改
正
規
定
、
第
二
条
の
規
定
並
び
に
第

三
条
の
規
定
は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
一
二
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
六
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
六
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
一
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
七
月
一
二
日
運
輸
省
令
第
二
三
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
七
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
一
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
水
先
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
六
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
二
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
二
月
九
日
運
輸
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
（
別
表
第
三
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
平
成
五
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
二
月
一
日
運
輸
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
三
十
条
の
規
定
　
平
成
六
年
七
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
四
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
法
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
聴
聞
に
関
す
る
規
定
の
整
備
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
運
輸
省
令
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
聴
聞
、
聴
問
若
し
く
は
聴
聞
会
（
不
利
益
処
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
た
め
の
手
続
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
関
係
省
令
の
相
当
規
定
に

よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
一
日
運
輸
省
令
第
一
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
四
日
運
輸
省
令
第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
水
先
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
水
先
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
〇
月
一
七
日
運
輸
省
令
第
七
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
十
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
五
日
運
輸
省
令
第
七
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）
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１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
月
二
一
日
運
輸
省
令
第
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
一
二
日
運
輸
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
六
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
三
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
水
先
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
横
浜
区
（
水
先
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
百
九
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
水
先
法
施
行
令
別
表
第

二
の
横
浜
区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
航
海
の
実
歴
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
水
先
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
横
浜
川
崎
区
に
係
る
航
海
の
実
歴
の
認
定

を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
横
浜
区
に
お
い
て
新
規
則
第
二
十
二
条
の
五
に
規
定
す
る
危
険
物
を
積
載
し
て
い
な
い
総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
三
千
ト
ン
未
満
の
船
舶
の
船
長
と
し
て
航
海
に
従
事
し
た
実
歴
を
有
す
る
者
は
、
新

規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
横
浜
川
崎
区
に
お
い
て
総
ト
ン
数
三
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
の
船
長
と
し
て
航
海
に
従
事
し
た
実
歴
を
有
す
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
日
運
輸
省
令
第
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者
及
び
そ
の
保
佐
人
に
関
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
自
動

車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
規
則
第
三
条
第
四
号
ハ
の
改
正
規
定
を
除
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
法
施
行
規
則
第
十
七
号
書
式
に
よ
る
災
害
補
償
審
査
（
仲
裁
）
申
請
書
、
水
先
法
施
行
規
則
第
一
号
様
式
に
よ
る
水
先
人
免
許
申
請
書
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
水
先
免
状
再
交
付
申
請
書
、

第
四
号
様
式
に
よ
る
水
先
人
免
許
更
新
申
請
書
、
第
五
号
様
式
に
よ
る
水
先
人
試
験
／
第
一
次
／
第
二
次
／
受
験
申
請
書
並
び
に
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
納
付
書
、
自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
規
則
別
記
様
式
に
よ
る
標
識
、

自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
第
一
号
様
式
に
よ
る
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
申
請
書
、
自
動
車
事
故
報
告
規
則
別
記
様
式
に
よ
る
自
動
車
事
故
報
告
書
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
一
号
様
式
の
三
に
よ
る
封
印
取
付
受
託
者

の
標
識
、
第
四
号
様
式
に
よ
る
回
送
運
行
許
可
証
、
第
十
二
号
様
式
の
三
に
よ
る
検
査
標
章
、
第
十
五
号
様
式
に
よ
る
軽
自
動
車
届
出
書
、
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
軽
自
動
車
届
出
済
証
、
第
十
七
号
様
式
の
二
に
よ
る
臨
時
運
転
番

号
標
貸
与
証
並
び
に
第
十
七
号
様
式
の
三
に
よ
る
軽
自
動
車
届
出
済
証
記
入
申
請
書
、
船
舶
職
員
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
号
）
別
記
様
式
に
よ
る
海
技
免
状
引
換
え
申
請
書
、
第
二
号

様
式
に
よ
る
海
技
従
事
者
免
許
申
請
書
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
限
定
解
除
申
請
書
、
第
六
号
様
式
に
よ
る
登
録
事
項
（
海
技
免
状
）
訂
正
申
請
書
、
第
七
号
様
式
に
よ
る
海
技
免
状
更
新
申
請
書
、
第
九
号
様
式
に
よ
る
海
技
免
状
再

交
付
申
請
書
、
第
十
一
号
様
式
そ
の
一
に
よ
る
海
技
士
（
航
海
）
・
海
技
士
（
機
関
）
・
海
技
士
（
通
信
）
及
び
海
技
士
（
電
子
通
信
）
の
資
格
に
係
る
海
技
従
事
者
国
家
試
験
申
請
書
（
一
）
、
第
十
一
号
様
式
そ
の
二
に
よ
る
小
型
船

舶
操
縦
士
の
資
格
に
係
る
海
技
従
事
者
国
家
試
験
申
請
書
、
第
十
三
号
様
式
に
よ
る
船
舶
職
員
養
成
の
実
施
状
況
報
告
書
、
第
十
五
号
様
式
に
よ
る
乗
組
み
基
準
特
例
許
可
申
請
書
、
第
十
五
号
様
式
の
二
に
よ
る
締
約
国
資
格
受
有

者
承
認
申
請
書
・
登
録
事
項
（
承
認
証
）
訂
正
申
請
書
・
承
認
証
再
交
付
申
請
書
、
第
十
六
号
様
式
そ
の
一
に
よ
る
納
付
書
並
び
に
第
十
六
号
様
式
そ
の
二
に
よ
る
納
付
書
、
船
舶
に
乗
り
組
む
医
師
及
び
衛
生
管
理
者
に
関
す
る
省

令
第
一
号
様
式
に
よ
る
衛
生
管
理
者
資
格
認
定
申
請
書
、
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る
登
録
証
書
、
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
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請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
第
十
号
様
式
に
よ
る
登
録
事
項
等
通
知
書
、
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
抹
消
登
録
証
明
書
、
第
十
二
号
様
式
か
ら
第
十
四
号
様
式
ま
で
に
よ
る
登
録
事
項
等
証
明
書
、
第
十
五
号
様
式
に
よ
る
自
動
車

検
査
証
、
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
、
第
十
七
号
様
式
に
よ
る
自
動
車
予
備
検
査
証
並
び
に
第
十
八
号
様
式
に
よ
る
限
定
自
動
車
検
査
証
、
旅
行
業
法
施
行
規
則
第
一
号
様
式
に
よ
る
新
規
登
録
申
請
書
、

変
更
登
録
申
請
書
及
び
更
新
登
録
申
請
書
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
旅
行
業
者
登
録
簿
及
び
旅
行
業
者
代
理
業
者
登
録
簿
、
第
四
号
様
式
に
よ
る
登
録
事
項
変
更
届
出
書
、
第
五
号
様
式
に
よ
る
変
更
届
出
添
付
書
類
、
第
六
号
様
式
に

よ
る
取
引
額
報
告
書
、
第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
旅
行
業
登
録
票
並
び
に
第
十
三
号
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
に
よ
る
旅
行
業
者
代
理
業
登
録
票
、
船
舶
安
全
法
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
場
の
認
定
に
関
す
る
規
則

第
十
号
様
式
に
よ
る
変
更
承
認
申
請
書
並
び
に
船
舶
料
理
士
に
関
す
る
省
令
第
一
号
様
式
に
よ
る
船
舶
料
理
士
資
格
証
明
書
交
付
申
請
書
及
び
第
三
号
様
式
に
よ
る
船
舶
料
理
士
資
格
証
明
書
再
交
付
申
請
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
書
式
又
は
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
六
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
八
月
二
一
日
国
土
交
通
省
令
第
一
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
九
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
一
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
一
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
測
量
法
及
び
水
路
業
務
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
五
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
六
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
一
日
国
土
交
通
省
令
第
七
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
水
先
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
関
門
区
（
水
先
法
施
行
令
別
表
第
二
の
関
門
区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
航
海
の
実
歴
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
水
先
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
関
門
区
に
係
る
航
海
の
実
歴
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
関
門
区
の
う
ち
新
規
則
第
二
十
二
条
の
五
に
規
定
す
る
区
域
を
除
く
区
域
に
お
い
て
新
規
則
第
二
十
二
条
の
六
に
規
定
す
る
危
険
物
を
積
載
し
て
い
な
い
総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
三
千
ト
ン
未
満
の

船
舶
の
船
長
と
し
て
航
海
に
従
事
し
た
実
歴
（
港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
航
路
の
区
域
（
以
下
「
関
門
港
航
路
区
域
」
と
い
う
。
）
の
み
を
航
行
し
、
関
門

区
の
区
域
を
通
過
し
た
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
有
す
る
者
は
、
新
規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
関
門
区
に
お
い
て
、
関
門
港
航
路
区
域
の
み
を
航
行
し
、
関
門
区
の
区
域
を
通
過
し
た
船
舶
以
外

の
船
舶
で
あ
っ
て
総
ト
ン
数
三
千
ト
ン
以
上
の
も
の
の
船
長
と
し
て
航
海
に
従
事
し
た
実
歴
を
有
す
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
一
一
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
五
日
国
土
交
通
省
令
第
二
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
国
土
交
通
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
一
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
四
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
水
先
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
航
海
の
実
歴
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る
港
又
は
水
域
及
び
船
舶
の
範
囲
内
に
お

い
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
水
先
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
旧
規
則
の
規
定
に
よ
る
航
海
の
実
歴
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
認
定
を
受
け
て
か
ら
四
年
以
内
に
新
規
則
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
新
規
則
第
二
十
二
条
第
二
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
一
年

間
に
四
回
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
年
間
に
一
回
」
と
す
る
。

４
　
新
規
則
の
規
定
に
よ
る
航
海
の
実
歴
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
認
定
に
係
る
港
又
は
水
域
に
お
い
て
船
舶
を
安
全
に
運
航
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
新
規
則
第
二
十

二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
回
数
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
当
該
回
数
か
ら
当
該
知
識
及
び
技
能
の
程
度
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
回
数
を
減
じ
た
回
数
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
二
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
し
て
い
る
水
先
に
係
る
水
先
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
四
日
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
第
二
号
様
式
に
よ
る
水
先
免
状
は
、
改
正
後
の
第
二
号
様
式
に
よ
る
水
先
免
状
と
み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
八
月
八
日
国
土
交
通
省
令
第
七
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
法
施
行
規
則
第
十
六
号
書
式
に
よ
る
船
員
手
帳
、
第
十
八
号
書
式
に
よ
る
証
明
書
、
第
二
十
二
号
の
二
書
式
に
よ
る
証
印
、
第
二
十
二
号
の
四
書
式
に
よ

る
証
印
及
び
第
二
十
三
号
書
式
に
よ
る
証
明
書
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
水
先
法
施
行
規
則
第
二
号
様
式
に
よ
る
水
先
免
状
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
海
上
運
送
法
施
行
規
則
第
四
号
様
式
に
よ
る
証
票
、
第
四

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
規
則
第
四
号
様
式
に
よ
る
海
技
免
状
、
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
承
認
証
及
び
第
二
十
号
様
式
に
よ
る
操
縦
免
許
証
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
航
空
法

施
行
規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る
航
空
機
登
録
証
明
書
、
第
八
号
様
式
に
よ
る
耐
空
証
明
書
、
第
二
十
号
様
式
に
よ
る
技
能
証
明
書
、
第
二
十
四
号
様
式
に
よ
る
航
空
身
体
検
査
証
明
書
、
第
二
十
七
号
様
式
に
よ
る
航
空
機
操
縦
練
習

許
可
書
、
第
二
十
九
号
様
式
に
よ
る
運
航
管
理
者
技
能
検
定
合
格
証
明
書
及
び
第
三
十
号
様
式
に
よ
る
証
票
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
連
合
国
財
産
の
返
還
の
請
求
の
手
続
等
に
関
す
る
命
令
様
式
第
一
号
に
よ
る
現
状
調

査
請
求
書
及
び
様
式
第
二
号
に
よ
る
返
還
請
求
書
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
舶
に
乗
り
組
む
医
師
及
び
衛
生
管
理
者
に
関
す
る
省
令
第
二
号
様
式
に
よ
る
衛
生
管
理
者
適
任
証
書
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道

路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る
登
録
証
書
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め

る
省
令
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
輸
出
抹
消
仮
登
録
証
明
書
及
び
第
十
四
号
様
式
に
よ
る
輸
出
予
定
届
出
証
明
書
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
舶
料
理
士
に
関
す
る
省
令
第
二
号
様
式
に
よ
る
船
舶
料
理
士
資
格
証
明
書
並
び

に
第
十
一
条
に
規
定
す
る
改
正
前
の
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る
保
証
契
約
証
明
書
及
び
第
十
号
様
式
に
よ
る
証
票
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
法
施
行
規
則
第
十
六
号
書

式
に
よ
る
船
員
手
帳
、
第
十
八
号
書
式
に
よ
る
証
明
書
、
第
二
十
二
号
の
二
書
式
に
よ
る
証
印
、
第
二
十
二
号
の
四
書
式
に
よ
る
証
印
及
び
第
二
十
三
号
書
式
に
よ
る
証
明
書
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
水
先
法
施
行
規
則

第
二
号
様
式
に
よ
る
水
先
免
状
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
海
上
運
送
法
施
行
規
則
第
四
号
様
式
に
よ
る
証
票
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
規
則
第
四
号
様
式
に
よ
る
海
技

免
状
、
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
承
認
証
及
び
第
二
十
号
様
式
に
よ
る
操
縦
免
許
証
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
航
空
法
施
行
規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る
航
空
機
登
録
証
明
書
、
第
八
号
様
式
に
よ
る
耐
空
証
明
書
、
第
二
十
号

様
式
に
よ
る
技
能
証
明
書
、
第
二
十
四
号
様
式
に
よ
る
航
空
身
体
検
査
証
明
書
、
第
二
十
七
号
様
式
に
よ
る
航
空
機
操
縦
練
習
許
可
書
、
第
二
十
九
号
様
式
に
よ
る
運
航
管
理
者
技
能
検
定
合
格
証
明
書
及
び
第
三
十
号
様
式
に
よ
る

証
票
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
連
合
国
財
産
の
返
還
の
請
求
の
手
続
等
に
関
す
る
命
令
様
式
第
一
号
に
よ
る
現
状
調
査
請
求
書
及
び
様
式
第
二
号
に
よ
る
返
還
請
求
書
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
に
乗
り
組

む
医
師
及
び
衛
生
管
理
者
に
関
す
る
省
令
第
二
号
様
式
に
よ
る
衛
生
管
理
者
適
任
証
書
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
号
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様
式
に
よ
る
登
録
証
書
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
輸
出
抹
消
仮
登
録
証
明
書
及
び
第
十
四
号
様
式
に
よ
る
輸
出
予
定
届
出

証
明
書
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
料
理
士
に
関
す
る
省
令
第
二
号
様
式
に
よ
る
船
舶
料
理
士
資
格
証
明
書
並
び
に
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る
保

証
契
約
証
明
書
及
び
第
十
号
様
式
に
よ
る
証
票
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
七
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
二
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
九
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
水
先
修
業
生
で
あ
る
者
及
び
登
録
水
先
人
養
成
施
設
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者
に
係
る
水
先
人
試
験
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
水
先
法
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
六

条
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
七
月
二
七
日
国
土
交
通
省
令
第
五
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
水
先
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
水
先
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
横
浜
川
崎
区
（
水
先
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
五
十
四
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
の
横
浜
川
崎
区
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
航
海
の
実
歴
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
水
先
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
横
浜
川
崎
区
に
係
る
航
海
の
実
歴
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と

み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
横
浜
川
崎
区
に
お
い
て
令
第
五
条
の
表
横
浜
川
崎
区
の
項
に
規
定
す
る
海
面
及
び
同
項
に
規
定
す
る
運
河
水
面
を
航
行
す
る
船
舶
以
外
の
船
舶
（
以
下
「
特
定
船
舶
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
総
ト
ン
数

三
千
ト
ン
以
上
一
万
ト
ン
未
満
の
も
の
（
危
険
物
積
載
船
を
除
く
。
）
の
船
長
と
し
て
航
海
に
従
事
し
た
実
歴
を
有
す
る
者
は
、
新
規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
横
浜
川
崎
区
に
お
い
て
総
ト
ン
数
一
万
ト

ン
以
上
の
特
定
船
舶
の
船
長
と
し
て
航
海
に
従
事
し
た
実
歴
を
有
す
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
月
一
九
日
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
一
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
四
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
一
月
一
九
日
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
九
条
の
三
、
第
十
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
関
係
）

身
体
検
査
標
準
表

検
査
項
目

標
準
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視
力
（
五
メ
ー
ト
ル
の
距
離
で
万
国
視
力
表
に
よ

る
。
）

裸
眼
視
力
又
は
矯
正
視
力
が
、
一
眼
は
〇
・
八
以
上
、
他
眼
は
〇
・
六
以
上
で
あ
る
こ
と
。

弁
色
力

色
盲
又
は
強
度
の
色
弱
で
な
い
こ
と
。

聴
力

両
耳
共
に
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
耳
語
を
弁
別
で
き
る
こ
と
。

疾
病
及
び
身
体
機
能
の
障
害
の
有
無

業
務
を
行
う
に
差
し
支
え
る
重
い
疾
病
又
は
身
体
機
能
の
障
害
（
心
臓
疾
患
、
眼
疾
患
、
精
神
の
機
能
の
障
害
、
言
語
機
能
の
障
害
、
運
動
機
能
の
障
害
そ
の
他
の
著
し
い
疾
病
又
は

身
体
機
能
の
障
害
を
い
う
。
）
の
な
い
こ
と
。

別
表
第
二
（
第
二
十
条
関
係
）

水
先
人
の

低
員
数
表

水
先
区
の
名
称

低
員
数

釧
路
水
先
区

一

苫
小
牧
水
先
区

二

室
蘭
水
先
区

一

函
館
水
先
区

一

小
樽
水
先
区

一

留
萌
水
先
区

一

八
戸
水
先
区

一

釜
石
水
先
区

一

仙
台
湾
水
先
区

二

秋
田
船
川
水
先
区

一

酒
田
水
先
区

一

小
名
浜
水
先
区

一

鹿
島
水
先
区

二

東
京
湾
水
先
区

八
七

新
潟
水
先
区

二

伏
木
水
先
区

一

七
尾
水
先
区

一

田
子
の
浦
水
先
区

一

清
水
水
先
区

二

伊
勢
三
河
湾
水
先
区

五
八

舞
鶴
水
先
区

一

和
歌
山
下
津
水
先
区

二

大
阪
湾
水
先
区

五
一

内
海
水
先
区

五
八

境
水
先
区

一

関
門
水
先
区

一
三

小
松
島
水
先
区

一

博
多
水
先
区

三

佐
世
保
水
先
区

一

長
崎
水
先
区

一

島
原
海
湾
水
先
区

一

細
島
水
先
区

一

鹿
児
島
水
先
区

一

那
覇
水
先
区

一
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第
一
号
様
式
（
第
一
条
の
二
関
係
）

第一号様式（第一条の二関係）（平19国交令6・全改、令元国交令20・一部改正）（日本産業規格A列四番）水先人免許申請書年月日国土交通大臣殿本籍住所氏名年月日生水先法施行規則第1条の2の規定により、関係書類を添えて水先人の免許を申請する。水先区の名称資格の別水先人試験に合格した年月日（以前に水先人であつた場合は、第9条の3の規定による試験に合格した年月日又は水先人の免許の申請前2年以内に水先人として業務に従事した旨）  

21



第
二
号
様
式
（
第
三
条
の
二
関
係
）

第二号様式（第三条の二関係）（平一九国交令六・全改、平二〇国交令七三・令元国交令二〇・一部改正）附図第一（日本産業規格A列六番）附図第二表紙の裏面及び第一ページ附図第三第二ページ以降備考1表紙の水先免状の文字は黄色で表示する。2官庁記事欄には、身体検査の執行、再交付等の場合に所要の事項を記入するものとする。水先免状番号氏名年月日生本籍の都道府県名免許番号号免許年月日年月日（）水先区（）級水先人水先免状有効期間満了日年月日水先法（昭和二十四年法律第百二十一号）の規定により交付する。年月日国土交通大臣№写Name;真契Born;印PrefectureofPermanentDomicile;License№Registered;PilotDistrict;LicenseGrade;Dateofexpiry;ThisCertificateisgrantedinpursuanceoftheprovisionoftheMarinePilotLaw(Law№121of1949).Issued;MinisterofLandInfrastructure,TransportandTourism(Officialseal)官庁記事事項年月日及び管庁名印
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第
三
号
様
式
（
第
五
条
関
係
）

第三号様式（第五条関係）（平19国交令6・全改、令元国交令20・一部改正）（日本産業規格A列四番）水先免状再交付申請書年月日国土交通大臣殿本籍住所氏名年月日生水先法施行規則第5条の規定により、関係書類を添えて水先免状の再交付を申請する。水先免状の番号水先区の名称資格の別再交付を受けようとする事由  

24



第
四
号
様
式
（
第
九
条
関
係
）

第四号様式（第九条関係）（平19国交令6・全改、令元国交令20・一部改正）（日本産業規格A列四番）水先人免許更新申請書年月日国土交通大臣殿本籍住所氏名年月日生水先法施行規則第9条第2項の規定により、関係書類を添えて水先人の免許の更新を申請する。水先区の名称資格の別免許の年月日及び免許番号前回の免許の更新を受けた年月日  
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第
五
号
様
式
（
第
十
四
条
関
係
）

第五号様式（第十四条関係）（平19国交令6・全改、令元国交令20・一部改正）（日本産業規格A列四番）水先人試験受験申請書年月日国土交通大臣殿本籍住所氏名年月日生水先法施行規則第14条第1項の規定により、関係書類を添えて水先人試験を申請する。水先区の名称資格の別  
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第
六
号
様
式
（
第
十
四
条
関
係
）

第六号様式（第十四条関係）（平19国交令6・全改）履歴書年月日本籍住所氏名年月日生1職歴（乗船履歴は詳細に記入のこと。）2賞罰  
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第
七
号
様
式
（
第
二
十
二
条
の
二
関
係
）

第七号様式（第二十二条の二関係）（平17国交令46・全改、令元国交令20・一部改正）（日本産業規格A列四番）航海実歴認定申請書年月日運輸局長運輸監理部長殿本籍又は国籍住所所属及び職務海技士の資格及び海技免状の番号氏名年月日生水先法施行規則第22条の2の規定により、関係書類を添えて航海実歴認定を申請する。航海実歴認定を受けようとする港又は水域の名称航海実歴認定を受けようとする船舶の区分前回、航海実歴認定を受けた年月日（前に航海実歴認定を受けたことがある場合のみ記入すること。）  
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第
八
号
様
式
（
第
二
十
二
条
の
二
関
係
）

第八号様式（第二十二条の二関係）（平17国交令46・全改、平27国交令56・令元国交令20・一部改正）（日本産業規格A列四番）航海実歴書氏名港における船長としての航海の実歴は次のとおりである。船名総トン数入港日出港日備考備考1航海の実歴は、申請前一年間につき記載すること。2関門区における総トン数300トン以上3，000トン未満の危険物積載船及び横浜川崎区における総トン数300トン以上10，000トン未満の危険物積載船の船長としての航海実歴を記載する場合には、備考欄に、当該船舶が積載していた危険物の種類及び数量を記載すること。3関門区のうち水先法施行規則第22条の6に規定する区域を航行した総トン数300トン以上3，000トン未満の船舶並びに横浜川崎区のうち水先法施行令第5条の表横浜川崎区の項に規定する海面及び同項に規定する運河水面を航行した総トン数3，000トン以上10，000トン未満の船舶の船長としての航海実歴を記載する場合には、備考欄に、当該船舶が停泊した場所を記載すること。4水域における航海の実歴は、この書式に準じて作成すること。5記載事項が多く一枚に記載できないときは、数枚にわたつて記載しても差し支えない。  
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第
九
号
様
式
（
第
二
十
二
条
の
三
関
係
）

第九号様式（第二十二条の三関係）（平17国交令46・全改、平19国交令6・令元国交令20・一部改正）（日本産業規格A列四番）第号航海実歴認定書本籍又は国籍氏名年月日生水先法（昭和24年法律第121号）第35条第1項ただし書の規定により、同法施行規則第22条に定める航海の実歴を有することを認める。港又は水域の名称船舶の区分認定書有効期間満了日年月日備考年月日運輸局長氏名□印運輸監理部長  
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第
十
号
様
式
（
第
二
十
四
条
関
係
）

第十号様式（第二十四条関係）（平19国交令6・全改）水先実績調（その一）総括表日本船舶外国船舶合計運航区分隻数総トン数水先料隻数総トン数水先料隻数総トン数水先料合計備考運航区分の欄には、各人別水先実績表中「水先をした区間」の項の発地及び着地を記載すること。（その二）各人別水先実績表内外水先をした区間水先をした時間水先料総トン船の月日船名国籍喫水備考数別発地着地自至通常水先料割増水先料合計日本船舶小計（隻）外国船舶小計（隻）合計（隻）備考日本船舶及び外国船舶のそれぞれについて水先をした日を追って記載すること。
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第
十
一
号
様
式
（
第
二
十
四
条
関
係
）

第十一号様式（第二十四条関係）（昭44運令4・全改、昭50運令18・昭57運令4・一部改正）水先業務用施設現況調（その一）水先船機関の種無線電話船名船質進水の年月総トン数最高速力類及び馬所有、裸よう船、定期よう船の別所有年月日又は借入期間配置場所個数無線局の種別空中線電力（W）力数（その二）事務所等無線電話名称及び事務所、見張所、待機所、信号所等の別所在地所有、借入の別延面積無線局の種別空中線電力（W）個数（㎡）  
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第
十
二
号
様
式
（
第
二
十
四
条
の
二
関
係
）

第十二号様式（第二十四条の二関係）（平19国交令6・全改）（表）（縦5．5㎝、横8．5㎝）第号立入検査職員証写官職氏名生年月日真上記の者は、水先法第六十九条第一項の規定により立入検査を行う職員であることを証する。年月日発行地方運輸局長年月日限り有効国土交通大臣□印運輸監理部長（裏）水先法（抄）（報告等）第六十九条国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、水先人、水先人会若しくは日本水先人会連合会に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に水先人、水先人会若しくは日本水先人会連合会の事務所その他の事業場若しくは水先船に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。2第二十六条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。（準用）第二十六条（略）2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。  
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第
十
三
号
様
式
（
第
二
十
五
条
関
係
）

第十三号様式（第二十五条関係）（平19国交令6・追加、令元国交令20・一部改正）（日本産業規格A列四番）納付書年月日国土交通大臣殿氏名住所下記の申請について手数料を納付します。記1申請事項2金額収入印紙又は領収証書（注）収入印紙又は領収証書の欄には、印紙納付をする場合は収入印紙を左側から順次はり付け、現金納付をした場合は当該納付に係る領収証書の上辺をはり付けること。  
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